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①　プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用
して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業

②　研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行
う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であって、金属製洋食器、刃物、バルブ又
はコックの製造又は加工に係るもの

③　有機溶剤又は有機溶剤含有物（以下「有機溶剤等」といいます。）を用いて行う作業
であって、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ
若しくはミット又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの

④　粉じん作業又は鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有
する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行った物の焼
成の作業であって陶磁器の製造に係るもの

⑤　動力により駆動される合糸機、撚糸機、又は織機を使用して行う作業

⑥　木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又
は加工に係るもの

①　動力耕うん機その他の農業用トラクター
②　動力溝掘機
③　自走式田植機
④　自走式スピードスプレーヤーその他の自
走式防除用機械
⑤　自走式動力刈取機、コンバインその他の自
走式収穫用機械
⑥　トラックその他の自走式運搬用機械
⑦　次の定置式機械又は携帯式機械
　　・動力揚水機　　　・動力草刈機
　　・動力カッター　　・動力摘採機
　　・動力脱穀機　　　・動力剪定機
　　・動力剪枝機　　　・チェーンソー
　　・単軌条式運搬機　・コンベヤー
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④

⑤

⑥

ア　家内労働者等が、当該家内労働者等の作業場において、申請書の「業務又は作業の内容」
欄に記載された作業又はこれに直接附帯する行為を行う場合

イ　家内労働者等が、当該家内労働者等の作業場に隣接した場所（作業場の敷地内、作業場前
の道路上等）において行う家内労働に係る材料、加工品等の積み込み、積み卸し作業及び運搬
作業を行う場合

　労働組合等の常勤役員が、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の
公共の用に供する施設において、集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作
業（当該作業に必要な移動を含みます。）を行う場合

　介護作業従事者が、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項に規定する介護
関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活の世話、機能訓練又
は看護に係る作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

①
②
③

①

②

③

ア　自営農業者が、農作業場において、動力により駆動される機械を使用して行う土地の耕作若し
くは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜（家きん及びみつばちを含みます。）若しくは蚕の飼
育の作業（以下「耕作等作業」といいます。）及びこれに直接附帯する行為を行う場合

ア　自営農業者が、ほ場又はほ道の作業場において指定農業機械（2ページ参照）を用いて行う
作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

イ　自営農業者が指定農業機械をほ場等の作業場と格納場所との間において、運転又は運搬する
作業（苗、防除用薬、堆肥等を共同育苗施設等からほ場等の作業場へ運搬する作業を含みます。）
及びこれに直接附帯する行為を行う場合

イ　農作業場の高さが 2メートル以上の箇所において、耕作等作業及びこれに直接附帯する行為を
行う場合

オ　農作業場において牛・馬・豚に接触し、又は接触するおそれのある耕作等作業及びこれに直
接附帯する行為を行う場合

ウ　農作業場の酸素欠乏危険場所における耕作等作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

エ　農作業場において農薬を散布する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
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